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示
生
活
保
護
法
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規
定
に
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を
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当
す
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関
の

指
定
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公

告
行
政
手
続
デ
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タ
ベ
ー
ス
の
開
発
等
に
係
る
事
業
予
定
者
の

決
定
の
た
め
の
企
画
提
案
競
技
の
実
施
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人

事

課
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三

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
係
る
書
類
の

縦
覧

（
環
境
生
活
総
務
課
）

四

告

示

島
根
県
告
示
第
六
百
五
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
に
よ
る
医

療
扶
助
を
担
当
す
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成15年 7 月29日 第1,491号島 根 県 報

毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
四
九
一
号

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

（
火
曜
日
）

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

指

定

年

月

日

益
田
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
医

師
会
病
院

美
濃
出
張
所

益
田
市
美
濃
地
町
イ
一
五
七

－

二

平
成
十
五
年
七
月
八
日

益
田
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
医

師
会
病
院

飯
浦
出
張
所

益
田
市
飯
浦
町
イ
九
八
五

平
成
十
五
年
七
月
八
日

か
ず
あ
き
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

浜
田
市
長
沢
町
一
一
八－

八

平
成
十
五
年
七
月
二
日

す
み
れ
調
剤
薬
局

松
江
市
西
津
田
一
〇
丁
目
一

七－

二
〇－

二

平
成
十
五
年
七
月
十
日

す
み
れ
調
剤
薬
局
八
雲
店

八
束
郡
八
雲
村
日
吉
一
九
四

－

一
四

平
成
十
五
年
七
月
十
日

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

廃

止

年

月

日

佐
々
木
医
院

浜
田
市
下
有
福
町
四
四
〇

平
成
十
五
年
六
月
二
十
六
日

原
田
歯
科
医
院

安
来
市
荒
島
町
一
八
一
四－

一

平
成
十
五
年
七
月
一
日

す
み
れ
調
剤
薬
局

松
江
市
西
津
田
一
〇
丁
目
一

七－

二
〇－

二

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日



（ 2 ）

島
根
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
三

十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
す
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予

防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
が
次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二

号
）
第
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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す
み
れ
調
剤
薬
局
八
雲
店

八
束
郡
八
雲
村
日
吉
一
九
四

－

一
四

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日

所

在

地

医
療
機
関
の
名
称

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

田
井
診
療
所

飯
石
郡
吉
田
村
深
野

六
一－

四

飯
石
郡
吉
田
村
深
野

七
一－

二

平
成
十
五
年
六
月
九
日

指
定
医
療
機
関
の
名
称

指
定
医
療
機
関
の
所
在
地

指

定

年

月

日

島
根
県
看
護
協
会
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
そ
よ
か
ぜ

浜
田
市
田
町
一
五
六
三

平
成
十
五
年
四
月
一
日

は
ま
や
ま
薬
局

出
雲
市
松
寄
下
町
一
〇
九
二

－

一
八

平
成
十
五
年
四
月
十
六
日

医
療
法
人
後
藤
ク
リ
ニ
ッ
ク

松
江
市
大
庭
町
一
二
九－

六

平
成
十
五
年
五
月
一
日

医
療
法
人
中
村
内
科
循
環
器

ク
リ
ニ
ッ
ク

松
江
市
西
川
津
町
三
九
八－

五
一

平
成
十
五
年
五
月
一
日

医
療
法
人
小
田
整
形
外
科
医

院

益
田
市
中
島
町
ロ
一
四
五－

三

平
成
十
五
年
五
月
一
日

す
み
れ
調
剤
薬
局
八
雲
店

八
束
郡
八
雲
村
日
吉
一
九
四

－

一
四

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日

医
療
法
人
昭
仁
会
今
岡
内
科

循
環
器
科

出
雲
市
古
志
町
一
〇
五
八－

二

平
成
十
五
年
六
月
一
日

そ
う
ご
う
薬
局
北
堀
店

松
江
市
北
堀
町
一
二－

三

平
成
十
五
年
六
月
二
日

田
井
診
療
所

飯
石
郡
吉
田
村
大
字
深
野
七

一－

二

平
成
十
五
年
六
月
九
日

か
ず
あ
き
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

浜
田
市
長
沢
町
一
一
八－

八

平
成
十
五
年
六
月
十
八
日

か
と
う
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

簸
川
郡
大
社
町
大
字
中
荒
木

字
中
分
八
五
二－

一

平
成
十
五
年
六
月
二
十
四
日
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島
根
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
か
ら
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

頓
原
町
土
地
改
良
区

一

就
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

理
事本

田

哲
三

飯
石
郡
頓
原
町
大
字
頓
原
村
一
一
九
八
番
地
二

二

就
任
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
十
二
日

三

退
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

理
事景

山

一

飯
石
郡
頓
原
町
大
字
都
加
賀
二
六
番
地

公

告

行
政
手
続
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
の
開
発
等
を
行
う
事
業
予
定
者
を
決
定
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り

企
画
提
案
競
技
を
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

企
画
提
案
競
技
の
概
要

（ ）1

名

称

島
根
県
行
政
手
続
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
企
画
提
案
競
技

（ ）2

募
集
内
容

募
集
要
項
に
よ
る

（ ）3

仕

様

「
島
根
県
行
政
手
続
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
仕
様
書
」
に
よ
る

二

参
加
資
格

企
画
提
案
競
技
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
ア
か
ら
カ
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

ア

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
実
が
あ

っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
で
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

ウ

島
根
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

エ

島
根
県
が
実
施
す
る
入
札
に
つ
い
て
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
、
提
出
書
類
の
提
出
期
限
日
に
お

い
て
そ
の
措
置
の
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
者
で
な
い
こ
と
。

オ

過
去
二
年
間
に
五
百
人
以
上
が
利
用
す
る
Ｗ
ｅ
ｂ
技
術
を
使
用
し
た
シ
ス
テ
ム
の
納
入
実
績
が
あ

る
こ
と
。

カ

過
去
二
年
間
に
五
百
人
以
上
が
利
用
す
る
汎
用
的
な
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
運
用
シ
ス

テ
ム
の
納
入
実
績
が
あ
る
こ
と
。

三

参
加
手
続

（ ）1

募
集
要
項
の
配
布
方
法
及
び
期
間
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指
定
医
療
機
関
の
名
称

指
定
医
療
機
関
の
所
在
地

辞

退

年

月

日

小
田
整
形
外
科
医
院

益
田
市
中
島
町
ロ
一
七
四－

一

平
成
十
五
年
四
月
三
十
日

中
村
内
科
循
環
器
ク
リ
ニ
ッ

ク

松
江
市
西
川
津
町
三
九
八－

五
一

平
成
十
五
年
四
月
三
十
日

リ
ビ
ン
グ
薬
局

出
雲
市
大
津
新
崎
町
一－

二

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

今
岡
内
科
循
環
器
科

出
雲
市
古
志
町
一
〇
五
八－

二

平
成
十
五
年
六
月
一
日

田
井
診
療
所

飯
石
郡
吉
田
村
大
字
深
野
六

一－

四

平
成
十
五
年
六
月
八
日

佐
々
木
医
院

浜
田
市
下
有
福
町
四
四
〇

平
成
十
五
年
六
月
二
十
六
日

佐
々
木
医
院
温
泉
診
療
所

江
津
市
有
福
温
泉
町
六
三
七

平
成
十
五
年
六
月
二
十
六
日



（ 4 ）

ア

配
布
方
法

募
集
要
項
は
、
事
務
局
に
お
い
て
配
布
す
る
。

イ

配
布
期
間

平
成
十
五
年
七
月
三
十
日
（
水
）
か
ら
平
成
十
五
年
八
月
六
日
（
水
）
ま
で
の
午

前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
を
除
く
）

（ ）2

説
明
会
の
開
催

ア

日

時

平
成
十
五
年
八
月
六
日
（
水
）
午
前
十
一
時
〇
〇
分
か
ら

イ

場

所

島
根
県
庁
会
議
棟

第
二
会
議
室

（ ）3

書
類
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
及
び
提
出
先

ア

提
出
方
法

郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
。

イ

提
出
期
限

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日
（
火
）
午
後
一
時
ま
で

（
郵
送
の
場
合
は
書
留
と
し
、
平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日
（
火
）
午
後
一
時
ま

で
に
必
着
の
こ
と
）

ウ

提
出
先

〒
六
九
〇－

八
五
〇
一

松
江
市
殿
町
一
番
地

島
根
県
総
務
部
人
事
課
行
政
管
理
ス
タ
ッ
フ

四

提
出
書
類

（ ）1

提
出
書
類
の
種
類
及
び
部
数

ア

参
加
申
込
書

一
部

イ

会
社
概
要
書

一
部

ウ

法
人
登
記
簿
謄
本

一
部

エ

誓
約
書

一
部

オ

県
税
の
納
税
証
明
書

一
部

カ

使
用
印
鑑
届

一
部

キ

企
画
提
案
書

十
部

ク

見
積
書

一
部

（ ）2

提
出
書
類
の
形
式
及
び
内
容

募
集
要
項
に
よ
る
。

（ ）3

留
意
事
項

ア

提
出
書
類
の
著
作
権
は
、
提
案
者
に
帰
属
す
る
。

イ

提
出
書
類
は
、
他
の
提
案
者
に
対
し
て
は
非
公
開
と
す
る
。

ウ

提
案
に
必
要
な
費
用
は
、
各
提
案
者
の
負
担
と
す
る
。

五

選
定
方
法

（ ）1

提
出
書
類
に
よ
り
、参
加
資
格
及
び
提
案
内
容
を
書
類
審
査
の
上
、島
根
県
行
政
手
続
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
シ
ス
テ
ム
審
査
委
員
会
に
て
審
査
を
行
い
、
最
も
優
秀
な
企
画
提
案
を
行
っ
た
者
を
事
業
予
定
者

と
す
る
。

（ ）2

選
定
結
果
に
つ
い
て
は
、
全
提
案
者
に
対
し
文
書
で
通
知
す
る
。

六

契
約

（ ）1

契
約
相
手
方

事
業
予
定
者
と
島
根
県
行
政
手
続
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
契
約
に

つ
い
て
交
渉
の
上
、
随
意
契
約
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（ ）2

契
約
金
額

事
業
予
定
者
か
ら
見
積
書
を
徴
取
し
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
に
お
い
て
決
定
す

る
。

七

そ
の
他

詳
細
は
、
募
集
要
項
に
よ
る
。

八

問
い
合
わ
せ
先
及
び
書
類
提
出
先

〒
六
九
〇－

八
五
〇
一

島
根
県
松
江
市
殿
町
一
番
地

島
根
県
総
務
部
人
事
課

行
政
管
理
ス
タ
ッ
フ

担

当

加
藤

電

話

〇
八
五
二－

二
二－

六
一
二
五

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
八
五
二－

二
二－

五
〇
二
四

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ら
ん
ぐ

ざ
ー
む
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三

代
表
者
の
氏
名

鎌
原

茂
幸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浜
田
市
相
生
町
一
三
九
一
番
地
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
「
困
っ
た
と
き
に
お
互
い
に
支
え
あ
い
、
心
身

経
済
が
豊
で
住
み
や
す
い
地
域
」
の

実
現
を
目
指
し
、
高
齢
者
中
心
と
担
い
手
不
足
の
農
業
経
営
に
対
し
て
、
①
「
農
家
と
農
業
体
験
希

望
者
の
対
流
実
現
」、
②
「
農
機
具
を
購
入
し
な
く
て
も
、
創
る
こ
と
を
味
わ
う
農
業
楽
耕
」、
③
「
働

く
場
所
の
無
い
」
雇
用
不
均
衡
の
解
消
、
④
老
後
の
生
活
支
援
、
⑤
介
護
保
険
等
に
関
す
る
事
業
を

行
い
、
元
気
の
出
る
地
域
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

縦
覧
に
供
す
る
書
類

定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
並
び

に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

七

縦
覧
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間

八

縦
覧
場
所

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
県
庁
南
庁
舎
一
階
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
隠
岐
支
庁
又
は
総
務
事
務
所
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平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日
印
刷

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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